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学校施設の現状について 

 

１．校区外通学に係る各小学校の児童数について  ※令和７年度児童生徒数推計 

令和９年度（推計） 福間南小 福間小 神興小 神興東小 上西郷小 

児童数 1,428 人 953 人 267 人 397 人 147 人 

学級数 

普  通 41 28 11 13 6 

特別支援 17 18 8 6 6 

合  計 58 46 19 19 12 

学校規模 普  通 ◎ 〇 － － － 

※大規模：〇 過大規模：◎ 

 

 

【参考】                       ※令和７年４月時点 

令和７年度 福間南小 福間小 神興小 神興東小 上西郷小 

児童数 1,545 人 1,505 人 279 人 443 人 131 人 

学級数 

普  通 45 43 12 14 6 

特別支援 16 20 7 5 6 

合  計 61 63 19 19 10 

学校規模 普  通 ◎ ◎ － － － 

※大規模：〇 過大規模：◎ 

 

 

※学校規模 

・標準規模 １２学級以上１８学級以下 

ただし、地域の実態その他により特別の事情があるときは、この限りでない。 

（学校教育法施行規則第４１条） 

・大規模  ２５学級以上 

・過大規模 ３１学級以上 

（文部科学省発行：公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き～少子化に対応

した活力ある学校づくりに向けて～ を参照） 
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２．校区外通学に係る各中学校の生徒数について  ※令和７年度児童生徒数推計 

令和９年度（推計） 福間中 福間東中 

生徒数 1,429 人 441 人 

学級数 

普  通 38 13 

特別支援 17 5 

合  計 55 18 

学校規模 普  通 ◎ － 

※大規模：〇 過大規模：◎ 

※令和８年度より、35 人学級制を導入。 

 

 

【参考】         ※令和７年４月時点 

令和７年度 福間中 福間東中 

生徒数 1,308 人 441 人 

学級数 

普  通 32 12 

特別支援 12 3 

合  計 44 15 

学校規模 普  通 ◎ － 

※大規模：〇 過大規模：◎ 

 

 

※学校規模 

・標準規模 １２学級以上１８学級以下 

 ただし、地域の実態その他により特別の事情があるときは、この限りでない。 

（学校教育法施行規則第７９条） 

・大規模  ２５学級以上 

・過大規模 ３１学級以上 

（文部科学省発行：公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き～少子化に対応

した活力ある学校づくりに向けて～ を参照） 
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３．今後の児童生徒数と普通教室数の推計について  ※令和７年度児童生徒数推計 

【小学校】 

 

 

1151
1226

1341
1406

1468 1505 1510

953 935 939 931 950 964 942 941 936 927

32 33

38
40

42 43 44

28 27 26 25 26 26 25 25 25 25

0

10

20

30

40

50

60

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

福間小学校の児童数及び普通教室数の推計

児童数 普通教室数

1441
1539

1611 1586 1566 1545 1495
1428 1388 1343 1304 1253 1240 1228 1205 1205 1197

39
42

44 45 45 45
43

41
39 38 37

35 35 35 35 35 35

0

10

20

30

40

50

60

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

福間南小学校の児童数及び普通教室数の推計

児童数 普通教室数

246 254 256 256
270 279 278

267
286 277

306 302 299 295
274 273

237

9
10

9 9
10

12
11 11 11

10 10 10 10
9

8 8
7

0

10

20

30

0

50

100

150

200

250

300

350

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

神興小学校の児童数及び普通教室数の推計

児童数 普通教室数



 資料② 

4 
 

 

 

 

 

 

 

  

482
502

466 452 448 443 443

397
415

396
379

355 357 369
339 338 334

15 15
14 14

15
14 14

13
14 14

13 13 13 13
12 12 12

0

10

20

30

0

100

200

300

400

500

600

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

神興東小学校の児童数及び普通教室数の推計

児童数 普通教室数

132 128 129 131
124

131 132

147 143
150

156

141 137

124 123 120
114

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0

10

20

30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

上西郷小学校の児童数及び普通教室数の推計

児童数 普通教室数



 資料② 

5 
 

 

【中学校】 
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５．校区外通学制度の利用状況 

過大規模校ではない学校への校区外通学 

 

【小学校】                       （令和７年４月現在 単位：人） 

通学先 学年 
指定校 

合計 
福間南小学校 福間小学校 

神興小学校 

６年生 0 0 0 

５年生 0 0 0 

４年生 0 0 0 

３年生 0 2 2 

２年生 1 0 1 

１年生 1 0 1 

合計 2 2 4 

神興東小学校 

６年生 0 0 0 

５年生 2 0 2 

４年生 0 0 0 

３年生 1 0 1 

２年生 3 2 5 

１年生 2 1 3 

合計 8 3 11 

上西郷小学校 

６年生 0 0 0 

５年生 0 0 0 

４年生 0 0 0 

３年生 3 0 3 

２年生 1 2 3 

１年生 0 1 1 

合計 4 3 7 

合計 14 8 22 

 

【中学校】                        （令和７年４月現在 単位：人） 

通学先 学年 

指定校 

福間中学校 

福間南小学校区 福間小学校区 合計 

福間東中学校 

３年生 1 1 2 

２年生 3 0 3 

１年生 3 1 4 

合計 7 2 9 
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６．校区選択制度の申請状況 

（令和８年１月現在 単位：人） 

選択先 学 年 

選択できる学校名 

福間中学校又は福間東中学校 

校 区 

光陽台１区～３区、光陽台南区 

福
間
東
中
学
校 

３年生 － 

２年生 － 

１年生 2 

合 計 2 

福
間
中
学
校 

３年生 － 

２年生 － 

１年生 14 

合 計 14 

 

 

７．勝浦小学校入学特別認可制度の利用状況【参考】 

（令和７年４月現在 単位：人） 

通学先 学 年 
指定校 

合 計 
福間南小学校 福間小学校 津屋崎小学校 

勝浦小学校 

６年生 0 1 7 8 

５年生 2 0 4 6 

４年生 0 1 1 2 

３年生 0 3 4 7 

２年生 2 2 3 7 

１年生 2 2 6 10 

合計 6 9 25 40 
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　校区外通学に伴う通学距離の目安（福間南小学校区）

●校区外通学後の通学距離の目安

変更後

上西郷小 神興東小 神興小 福間小

JR福間駅(さいごう口) 0.5km 3.2km - - 1.4km

有弥の里２区公民館 1.5km 3.8km - - 2.8km

水光会病院 0.8km 2.2km - - 2.2km

光陽台公民館 1.5km - 2.4km - 2.4km

光陽台南公民館 1.7km - 2.2km - 3.0km

主要地点

現状

福間南小
校区外通学

神興東小

上西郷小

福間小

神興小

福間南小

有弥の里２区公民館

光陽台南公民館

JR福間駅

（さいごう口）

水光会病院

光陽台公民館

 

  

８．通学距離の目安 
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　校区選択制に伴う通学距離の目安（光陽台１区～３区、光陽台南区）

●校区選択後の通学距離の目安

福間中 福間東中

光陽台南公民館 2.9km 2.1km

光陽台公民館 2.4km 2.3km

大門公園 1.8km 2.8km

JR福間駅 1.4km 3.2km

四角公民館 1.9km 2.7km

水光会病院 2.0km 2.1km

主要地点
選択肢

光陽台公民館

四角公民館

大門公園

福間南小

JR福間駅

光陽台南公民館
福間東中

神興東小

上西郷小

福間中

水光会病院
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児童・生徒数、学級数は令和7年4月時点のもの

（）内特別支援学級数は外数

学校名 神興小学校 上西郷小学校 福間小学校 神興東小学校 福間南小学校 津屋崎小学校 勝浦小学校

児童数 279人 131人 1,505人 443人 1,545人 1,064人 86人

学級数
（特別支援学級数）

12（7）学級 6（4）学級 43（20）学級 14（5）学級 45（16）学級 32（17）学級 6（2）学級

敷地面積 25,864㎡ 19,221㎡ 20,579㎡ 21,072㎡ 26,423㎡ 27,992㎡ 10,496㎡

校舎床面積 4,602㎡ 2,789㎡ 9,005㎡ 4,666㎡ 9,561㎡ 7,959㎡ 1,405㎡

屋内運動場面積 880㎡ 999㎡ 1,167㎡ 1,241㎡ 1,026㎡ 1,135㎡ 586㎡

プール 864㎡ 1,010㎡ ー 1,079㎡ ー 1,006㎡ 517㎡

運動場面積 7,455㎡ 5,073㎡ 5,455㎡ 7,413㎡ 7,736㎡ 6,695㎡ 3,911㎡

給食施設床面積 474㎡ 154㎡ 706㎡ 222㎡ 603㎡ 1,003㎡ 52㎡

学校名 福間中学校 福間東中学校 津屋崎中学校

生徒数 1,308人 441人 522人

学級数
（特別支援学級数）

32（12）学級 12（3）学級 14（6）学級

敷地面積 37,653㎡ 50,270㎡ 35,903㎡

校舎床面積 13,277㎡ 6,721㎡ 5,535㎡

屋内運動場面積 1,440㎡ 1,201㎡ 1,989㎡

武道場床面積 583㎡ 546㎡ ー

プール 624㎡ 314㎡ 1,159㎡

運動場面積 14,224㎡ 24,054㎡ 15,605㎡

給食施設床面積 807㎡ 582㎡ 1,546㎡

●小学校設置基準

・校舎の面積（㎡）

1人以上40人以下 ⇒ 500

41人以上480人以下 ⇒ 500＋5×(児童数－40)

481人以上 ⇒ 2700＋3×(児童数－480)

・運動場の面積（㎡）

1人以上240人以下 ⇒ 2400

241人以上720人以下 ⇒ 2400＋10×(児童数－240)

721人以上 ⇒ 7200

●中学校設置基準

・校舎の面積（㎡）

1人以上40人以下 ⇒ 600

41人以上480人以下 ⇒ 600＋6×(生徒数－40)

481人以上 ⇒ 3240＋4×(生徒数－480)

・運動場の面積（㎡）

1人以上240人以下 ⇒ 3600

241人以上720人以下 ⇒ 3600＋10×(生徒数－240)

721人以上 ⇒ 8400

９．市内小中学校における敷地等面積一覧【参考】 
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１０．校区外通学の申請について及び受け入れ可能人数【参考】 

 

 



 資料② 

13 
 

 



 資料② 

14 
 

 
※「令和８年度校区外通学の申請について」令和７年６月に市ホームページ公開 
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１１．関連例規【参考】 

「５.校区外通学制度の利用状況」参考例規 

 

福津市校区外通学等の運用に関する規程 

平成17年1月24日 

教育委員会訓令第5号 

(趣旨) 

第1条 この訓令は、福津市立学校の通学区域に関する規則(平成17年福津市教育委

員会規則第10号。以下「規則」という。)に規定する校区外通学等の運用に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

(運用の基準) 

第2条 保護者の申立てにより福津市教育委員会(以下「委員会」という。)がやむを

得ないと認める規則第3条第2号及び第3号の規定は、次により運用するものとす

る。 

(1) 規則第3条第2号の運用基準 

ア 児童及び生徒(以下「児童等」という。)の教育環境が著しく阻害され、そ

れが解消される見込がなく、かつ、継続されるおそれがある場合 

イ 校区を異にして住所を異動する予定の児童等を、戸籍に関する届出を待た

ずに新住所地の属する校区の学校に入学させる場合 

ウ 委員会が保護者の申立てを相当と認める場合 

(2) 規則第3条第3号の運用基準 

ア 校区を異にして住所を異動するに当たり、当該異動した後に旧住所地の属

する校区の学校において実施される直近の修学旅行、運動会又はその他重要

な学校行事(以下「学校行事等」という。)に参加させる目的による場合の校

区外通学の許可期限は、当該学校行事等の終了する日までとする。 

イ 校区を異にして住所を異動した場合における小学校第6学年に在籍する児童

及び中学校第3学年に在籍する生徒の校区外通学の許可期限は、当該児童等の

卒業の日までとする。 

ウ 福間小学校、福間南小学校及び福間中学校に通学する児童等が、神興小学

校、上西郷小学校、神興東小学校及び福間東中学校への就学を希望する場合 

エ 教育的配慮の運用について、別に委員会が認めた場合 

(準用規定) 

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学に係る

保護者の届出により委員会が承諾を与える場合の基準については、前条各号に掲

げる規定を準用する。この場合において「校区」とあるのは「市町村」と、「校

区外通学」とあるのは「区域外就学」と読み替えて運用するものとする。 

(雑則) 

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 
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【附則一部省略】 

附 則(令和3年10月27日教委訓令第3号) 

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1

日から施行する。 
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「６.校区選択制度の申請状況」参考例規 

 

福津市立学校の通学区域に関する規則 

平成17年1月24日 

教育委員会規則第10号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定に基づ

き、福津市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「校区」

という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

(校区) 

第2条 学校の校区は、別表第1、別表第2及び別表第3のとおりとする。 

(校区外通学の特例) 

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合で、保護者(学校教育法(昭和22年法律第

26号)第16条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)の申立てにより福津市教

育委員会(以下「委員会」という。)がやむを得ないと認めたときは、前条の規定

にかかわらず、校区外の学校に通学させることができる。 

(1) 心身の故障により、住所地の属する校区の学校(以下「通学すべき学校」と

いう。)に通学させることが困難な場合 

(2) 特別の事情がある場合 

(3) その他、教育的配慮を要すると委員会が認めた場合 

(申請書等の提出) 

第4条 校区外の学校に通学させようとするときは、保護者は、校区外通学許可申請

書(様式第1号。以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。た

だし、委員会が認めた場合は、この限りでない。 

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類等(以

下「添付書類」という。)を添付しなければならない。 

(1) 前条第1号に規定する場合 

ア 医師等の診断書又はそれに代わるもの 

イ 地図(申請しようとする児童及び生徒の居住する住居の位置から通学すべき

学校及び校区外通学をさせる学校までの通学道路、通学距離、所要時間及び

目標となる建物等を明記したもの) 

(2) 前条第2号及び第3号に規定する場合 

ア 委員会が必要と認める書類 

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、添付書類を省

略することができる。 

(1) 委員会の措置による校区外通学の場合 

(2) 1箇月以内の期間に係る校区外通学の場合 

(3) その他、委員会が認めた場合 
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(許可通知) 

第5条 委員会は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、当該措置するこ

とが適当であると認めたものに限り校区外通学を許可し、当該児童及び生徒の保

護者に対し校区外通学許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。 

2 委員会は、前項の決定に際し、必要な条件等を付することができる。 

(通学すべき学校の選択) 

第6条 別表第3に定める学校を選択できる学齢児童及び学齢生徒は、次に掲げると

おりとする。 

(1) 別表第3に定める校区に住所を有する学齢児童で、翌年度4月1日から中学校

に就学させるべき者 

(2) 別表第3に定める校区に校区外から新たに住所を有することとなる学齢生徒 

2 学校の選択は、前項に定める者の保護者が委員会へ届け出ることにより行うもの

とする。 

3 前項の届出をしない場合、通学すべき学校は福間中学校とする。 

(雑則) 

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。 

【附則一部省略】 

附 則(令和6年9月10日教委規則第16号) 

この規則は、令和6年9月10日から施行する。 

附 則(令和7年4月23日教委規則第5号) 

この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

附 則(令和7年6月20日教委規則第6号) 

この規則は、令和8年4月1日から施行する。 
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別表第1(第2条関係) 

学校名 校区 

勝浦小学校 奴山区、桂区、西東区、勝浦浜区、勝浦

松原区、塩浜区 

津屋崎小学校 在自区、須多田区、大石区、生家区、梅

津区、末広区、渡区、東町1区、東町2

区、天神町区、新成区、岡の2区、岡の3

区、新町区、北の1区、北の2区、五反田

区、新東区、堅川区、善福区、的岡区、

宮司1区、宮司2区、宮司3区、宮司西区、

宮司ヶ丘区、星ヶ丘区 

福間小学校 南町区、緑町区、本町区、福間松原区、

昭和区、西福間1区、西福間5区、古町

区、大和1区、大和2区、花見1区、花見2

区、花見3区、花見4区 

福間南小学校 四角区、両谷区、原町1区、原町2区、原

町3区、有弥の里1区、有弥の里2区、光陽

台1区、光陽台2区、光陽台3区、光陽台南

区、日蒔野1区、日蒔野2区、日蒔野3区、

日蒔野4区、日蒔野5区、日蒔野6区 

神興小学校 手光区、手光2区、冠区、小竹区、東福間

1区、東福間2区、東福間3区、東福間4

区、東福間5区、東福間6区、東福間7区、

東福間8区、東福間9区、東福間10区、東

福間11区、東福間12区、高平区、光陽台4

区、光陽台5区、光陽台6区 

神興東小学校 通り堂区、津丸区、久末区、八並区、桜

川区、若木台1区、若木台2区、若木台3

区、若木台4区、若木台5区、若木台6区、

あけぼの区、三角区 

上西郷小学校 畦町区、本木区、舎利蔵区、内殿区、上

西郷区 

別表第2(第2条関係) 

学校名 校区 

津屋崎中学校 奴山区、桂区、西東区、勝浦浜区、勝浦松

原区、塩浜区、在自区、須多田区、大石

区、生家区、梅津区、末広区、渡区、東町
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1区、東町2区、天神町区、新成区、岡の2

区、岡の3区、新町区、北の1区、北の2

区、五反田区、新東区、堅川区、善福区、

的岡区、宮司1区、宮司2区、宮司3区、宮

司西区、宮司ヶ丘区、星ヶ丘区 

福間中学校 南町区、緑町区、本町区、福間松原区、昭

和区、西福間1区、西福間5区、古町区、大

和1区、大和2区、花見1区、花見2区、四角

区、両谷区、原町1区、原町2区、原町3

区、有弥の里1区、有弥の里2区、花見3

区、花見4区、日蒔野1区、日蒔野2区、日

蒔野3区、日蒔野4区、日蒔野5区、日蒔野6

区 

福間東中学校 手光区、手光2区、冠区、小竹区、東福間1

区、東福間2区、東福間3区、東福間4区、

東福間5区、東福間6区、東福間7区、東福

間8区、東福間9区、東福間10区、東福間11

区、東福間12区、高平区、光陽台4区、光

陽台5区、光陽台6区、通り堂区、津丸区、

久末区、八並区、桜川区、若木台1区、若

木台2区、若木台3区、若木台4区、若木台5

区、若木台6区、あけぼの区、三角区、畦

町区、本木区、舎利蔵区、内殿区、上西郷

区 

別表第3(第2条関係) 

選択できる学校名 校区 

福間中学校又は福間東中学校 光陽台1区、光陽台2区、光陽台3区、光陽

台南区 
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「７.勝浦小学校入学特別認可制度の利用状況【参考】」参考例規 

 

福津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱 

平成17年1月24日 

教育委員会告示第1号 

(目的) 

第1条 この告示は、福津市立勝浦小学校(以下「勝浦小学校」という。)の持つ自然

環境に恵まれた小規模校としての特性を生かした教育を希望する児童について、

勝浦小学校の通学区域(福津市立学校の通学区域に関する規則(平成17年福津市教

育委員会規則第10号)第2条に規定する勝浦小学校の通学区域をいう。以下同じ。)

外からの転入学を認め、児童の心身の健康増進と体力作り、学ぶ楽しさと豊かな

人間関係を培い、もって勝浦小学校及び勝浦地域の活性化に資することを目的と

する。 

(対象児童) 

第2条 特別認可制度(この告示に基づき行われる通学区域外からの転入学をいう。

以下同じ。)の対象となる者は、福津市に住所を有する学齢児童(転入学を希望す

る年度において、第1学年となる者を含む。)であって、次の各号に掲げる要件を

具備する者とする。 

(1) 特別認可制度の趣旨と目的に賛同するものであること。 

(2) 路線バス等によって自力通学できる児童であること。 

(3) 身体状況が、勝浦小学校の登下校に耐えられる児童であること。 

(4) 保護者の負担と責任で登下校させられる児童であること。 

(許可期間) 

第3条 特別認可制度により通学を許可する期間は、第5条の申請のあった日の属す

る年度の翌年度の4月1日から、当該児童の卒業の日(小学校の課程を修了する日を

いう。)までとする。 

(転入学できる児童数等) 

第4条 特別認可制度により、勝浦小学校に転入学できる1学年の児童の数は、18か

ら、勝浦小学校の通学区域に居住する当該学年の児童の数を減じた数とする。 

(転入学の申請) 

第5条 特別認可制度により勝浦小学校に転入学しようとする者の保護者は、福津市

立勝浦小学校入学特別認可制度入学及び転入学申請書(様式第1号)により申請しな

ければならない。 

(転入学の許可) 

第6条 教育委員会は、前条の申請があった場合、第2条各号に掲げる要件を具備す

るか否かの確認を行い、転入学を許可する。 

2 第5条の申請があった者の数が、第4条に規定する転入学できる児童の数を超える

場合は、学校運営や学習環境等に支障がないと認められる範囲で転入学を許可す
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る児童数を定める。 

3 前項の児童数は、教育長が定める。 

(申請結果の通知) 

第7条 教育委員会は、転入学を許可する決定をしたときは福津市立勝浦小学校入学

特別認可制度入学及び転入学許可通知書(様式第2号)により、許可しない決定をし

たときは福津市立勝浦小学校入学特別認可制度入学及び転入学不許可通知書(様式

第3号)により、保護者に通知するものとする。 

(許可の取消し) 

第8条 教育委員会は、転入学を許可した後において、第5条の申請に事実と相違す

る事項が判明したとき、又は趣旨及び目的に合わない事由が生じ、児童の通学及

び学校運営に支障があると認められるときは、転入学の許可を取り消すことがで

きる。 

【附則一部省略】 

附 則(令和7年5月21日教委告示第3号) 

(施行期日) 

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示の施行の際現に改正前の福津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱

第7条の規定による転入学の許可を受けている者は、当該児童の卒業の日までの許

可を受けたものとみなす。 
 


